
各地区港運協会長

fずノ

殿

標記につきまして、今般、別添のとおり国土交通省港湾局港湾経済課より「港

湾運送事業報告規則の一部を改正する省令の施行」について周知依頼がありま

した。

本件は、報告項目の削減や様式の統廃合等により港湾運送事業者等の業務負

担を軽減するため、所要の改正が行われ、 2021年(令和 3年) 3月31日に公布

され、同年4月1日より施行されます。

一部改正により、報告頻度の見直し(引き続き月1回提出する報告書、年1回

の提出に変更となる報告書)、報告書の提出先の一元化、報告様式の簡素化(統

廃合、削除)が行われました。また、新様式の適用スケジュールが示されており

ます。(詳細については、別添資料をご覧下さい)

更に報告書の記入ミスの防止等の観点から、本年秋頃までに、電子メールで簡

単に提出できるExce1ファイルの作成が予定されております。

つきましては、お手数をおかけ致しますが、貴会傘下の港湾運送事業者にこの

旨ご周知下さるようよろしくお願い申し上げます。

なお、ご不明な点がございましたら、国土交通省港湾局港湾経済課または地方

運輸局等にお問い合わせください。

港湾運送事業報告規則の一部を改正する省令の施行について
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事 務 連 絡 

令和３年３月３１日 

 

一般社団法人日本港運協会 殿 

 

国土交通省港湾局港湾経済課長 

 

港湾運送事業報告規則の一部を改正する省令の施行について（周知依頼） 

 

「港湾運送事業報告規則の一部を改正する省令」が令和３年３月３１日に公

布され、同年４月１日より施行されます。本省令により、下記のとおり、港湾

運送事業に関し毎月の提出を求めている報告について、一部を除き、年１回の

提出に見直されるとともに、報告項目の削減や様式の統廃合等が行われ、港湾

運送事業者等の業務負担が軽減されることとなります。 

つきましては、貴協会傘下の港湾運送事業者に対する改正内容の周知にご協

力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．改正概要 

主に、以下のとおり報告頻度の見直し、報告書の提出先の一元化及び報告様

式の簡素化を行いました。なお、今般の改正によって、新たに追加で提出いた

だく報告項目はありません。詳細については別添１をご参照ください。 

 

（１）報告頻度の見直し 

月１回ご提出いただいていた報告書について、以下のとおり報告頻度を見直

しました。 

①引き続き月１回ご提出いただく報告書 

「港湾荷役実績報告書」（旧第５号様式）のうち船舶積卸し実績に係る部分 

②年１回の提出に変更となる報告書 

・「港湾荷役実績報告書」（旧第５号様式）のうち沿岸荷役実績に係る部分 

・「はしけ稼働実績報告書」（旧第６号様式） 

・「一般港湾運送引受け実績報告書」（旧第８号様式） 

・「統括管理実績報告書」（旧第９号様式） 

・「港湾運送引受け実績報告書」（旧第１０号様式） 
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（２）報告書の提出先の一元化 

以下の報告書について、提出部数を１通とします。 

・「事業概況報告書」（旧第１号様式第１表） 

・財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本

等変動計算書、個別注記表及び旧第２号～第４号様式） 

・「検数取扱い実績報告書」（旧第１２号様式） 

・「鑑定取扱い実績報告書」（旧第１３号様式） 

・「検量取扱い実績報告書」（旧第１４号様式） 

港湾運送事業の許可に係る地方運輸局等が複数ある場合にも、いずれかの地

方運輸局等に提出していただければ結構です。その際には、本店をはじめとす

る港湾運送事業について本部機能を有する事業所を管轄する地方運輸局等に提

出いただきますよう、お願いいたします。 

 

（３）報告様式の簡素化 

①「港湾運送事業実績総括表」（旧第１号様式第２表）と関連する様式の項目

を「港湾運送実績報告書」（新第５号様式）に統廃合 

②同様の報告項目を有する報告書の統合 

③年１回の提出への変更に伴い、複数の様式で重複することとなる項目の削除 

④宛先、住所、代表者名等の記載欄の削除 

 

２．新様式の適用 

新様式の適用スケジュールは次のとおりであり、最も早い提出期日は令和４

年４月３０日となります。 

① 年１回の提出（②を除く）となる報告書 

本年（令和３年）４月１日より新様式が適用されますが、新様式による最初

の提出期日は来年（令和４年）４月３０日となります。 

従来の旧様式による月次の提出は、本年（令和３年）３月分（提出期限：本

年４月３０日）までとなります。 

② 事業年度経過後１００日以内に提出する報告書 

本年（令和３年）４月１日以降に開始する事業年度から新様式を適用いた

します。 

それ以前に開始した事業年度に係る報告書は、旧様式による提出をお願い
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いたします。 

③ 月１回の提出をお願いする「船舶積卸し実績報告書」（新第７号様式） 

令和３年度中は、旧様式（「港湾荷役実績報告書」（旧第５号様式））をご

使用いただけます。 

令和４年４月分（提出期限：同年５月３１日）の報告より、新様式による報

告をお願いいたします。 

 

３．様式の Excel ファイル等の配布 

報告書の記入ミスの防止や提出・集計の効率化・迅速化の観点から、本年秋

頃までに、電子メールで簡単に提出いただける Excel ファイルを作成し、国土

交通省のウェブサイト（※）から入手可能とするとともに、事業者団体を通じ

て港湾運送事業者の皆様へお知らせさせていただく予定です。 

港湾運送事業者の皆様におかれましては、書面や PDF ファイルでの提出では

なく、電子メールによる Excel ファイルその他の国土交通省が指定するファイ

ル形式での提出をお願いいたします。 

また、本年６月末頃までに、旧様式の記載項目と新様式の記載項目の対応関

係を整理した資料について、国土交通省のウェブサイト（※）に掲載するとと

もに、事業者団体を通じてお知らせいたしますので、社内システムの改修等の

際の参考にしていただければ幸いです。 

※国土交通省ウェブサイト 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk2_000050.html 

 

＜添付資料＞ 

・別添１ 「港湾運送事業報告規則の一部を改正する省令について」 

・別添２ 新様式 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省 港湾局 港湾経済課 

（企画班） 千葉、小堀 
（港運班） 内藤、安部 

03-5253-8111（内線 46836） 

03-5253-8629（直通） 

 



































































第１号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

資本金

大株主（自己株式を除き、所有株式数の多い順に10名を記載すること。）

役　　員

経営している事業

当事業年度の収益が、前事業年度の収益に比して増加し又は減少した場合におけるその主たる理由

当事業年度の費用が、前事業年度の費用に比して増加し又は減少した場合におけるその主たる理由

備考

事 業 の 名 称 従 業 員 数 （ 人 ）
売上高（営業収益）
構成比率　　（％）

従業員数は、給与支払の対象となつた月払支給人員（日雇労働者（日日雇い入れられる者、２月以内の期間を定めて使用される
者及び試みに使用される者をいう。）にあつては、22人日を１人として換算）の当該事業年度における合計人員を当該事業年度
の月数で除した人数とすること。

取締役、理事
その他業務を
執行する役員

監査役、監事
その他取締役
等の職務の執
行を監査する
役 員

事 業 の 名 称 従 業 員 数 （ 人 ）
売上高（営業収益）
構成比率　　（％）

計 100%

資 本 金 の 額 千円

株　主　名 所有株式数（株）
発行済株式総数に対
する割合　　（％）

株　主　名 所有株式数（株）
発行済株式総数に対
する割合　　（％）

役 職 名 氏 名 常勤非常勤の別
所有株式数（株）
又は出資額（円）

発行済株式総数又は出資
総額に対する割合（％）

事　　業　　概　　況　　報　　告　　書

（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）



第２号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

一
般
港
湾
運
送
事
業
収
入

港 湾 運 送 収 入

港
湾
荷
役
事
業
収
入

港 湾 運 送 収 入

は
し
け
運
送
事
業
収
入

港 湾 運 送 収 入

い
か
だ
運
送
事
業
収
入

港 湾 運 送 収 入

港 湾 運 送 雑 収

合 計

港 湾 運 送 雑 収

合 計

直 請 収 入

下 請 収 入

計

港 湾 運 送 雑 収

合 計

直 請 収 入

下 請 収 入

計

港 湾 運 送 雑 収

合 計

直 請 収 入

下 請 収 入

計

船 内 荷 役 料 金 収 入

沿 岸 荷 役 料 金 収 入

は し け 運 送 料 金 収 入

い か だ 運 送 料 金 収 入

計

営　業　収　益　明　細　表

（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

区 分 金 額

港 湾 荷 役 料 金 収 入 千円



備考

営んでいない港湾運送事業に係る収入の欄は省略することができる。

そ の 他 事 業 営 業 収 益 合 計

検
数
事
業
収
入

鑑
定
事
業
収
入

検
量
事
業
収
入

そ
の
他
事
業
収
入

合 計

港 湾 運 送 事 業 営 業 収 益 合 計

事業

事業

事業

港 湾 運 送 収 入

港 湾 運 送 雑 収

合 計

港 湾 運 送 収 入

港 湾 運 送 雑 収

港 湾 運 送 収 入

港 湾 運 送 雑 収

合 計



第３号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

電

力

燃

料

費

等

港

湾

運

送

修
　
　
　
繕
　
　
　
費

減
　
価
　
償
　
却
　
費

保
　
　
険
　
　
料

施
　
設
　
使
　
用
　
料

計

そ の 他

荷 役 機 械 使 用 料

傭 船 料
よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水面貯木場使用料

野 積 場 使 用 料

上 屋 使 用 料

借 地 借 家 料

計

そ の 他

機 械 装 置

車 両

船 舶

構 築 物

建 物

計

そ の 他

工 具 器 具 備 品

機 械 装 置

車 両

船 舶

構 築 物

建 物

計

そ の 他

工 具 器 具 備 品

機 械 装 置

車 両

船 舶

構 築 物

建 物

計

油 脂 費

燃 料 費

電 力 費

人 件 費 千円 千円 千円 千円 千円

営　業　費　明　細　表

（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

区 分 事業 事業 事業 計



租
税
公
課

費

そ
 
の
 
他
 
経
 
費

港
湾
運
送
事
業
一
般
管
理
費

そ の 他 事 業 営 業 費 合 計

そ の 他 事 業 一 般 管 理 費

区 分 事業 事業 事業 計

そ の 他 事 業 費 千円 千円 千円 千円 千円

港 湾 運 送 事 業 営 業 費 合 計

一 般 管 理 費 合 計

そ の 他 経 費

租 税 公 課

施 設 使 用 料

保 険 料

減 価 償 却 費

修 繕 費

人 件 費

港 湾 運 送 費 合 計

計

そ の 他

交 際 費

会 議 費

通 信 運 搬 費

水 道 光 熱 費

被 服 費

旅 費

下 払 費

備 消 品 費

計

そ の 他

自 動 車 税

固 定 資 産 税



第４号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

港

湾

運

送

費

港

湾

運

送

事

業

一

般

管

理

費

合 計

計

そ の 他 人 件 費

厚 生 福 利 費

法 定 福 利 費

退 職 金

賞 与

手 当

給 料

役 員 報 酬

計

そ の 他 人 件 費

日 雇 労 務 費

厚 生 福 利 費

法 定 福 利 費

退 職 金

賞 与

手 当

給 料 千円 千円 千円 千円

港　湾　運　送　事　業　人　件　費　明　細　表

（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

区 分 事業 事業 事業 計



第５号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列３番）

港 事業者名

備考

　１ この報告書は、一般港湾運送事業者、港湾荷役事業者（港湾荷役事業の許可を受けた者をいう。）、はしけ運送事業者及びいかだ運送事業者（いかだ運送の許可を受けた者をいう。）が、港湾ごとに作成すること。

　２ 取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満の端数がある場合は、四捨五入すること。

　３ 関連下請の欄及び関連下請の関係にある一般港湾運送事業者から引き受けた量の欄には、港湾運送事業法（昭和26年法律第161号）第16条第２項の規定により一般港湾運送事業者が自ら行つたものとみなされる行為に係る取扱貨物量を記入すること。

　４ 一般港湾運送事業の船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送及びいかだ運送の欄のうち百分率（％）の欄には、船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送及びいかだ運送のそれぞれについて、引き受けた貨物量のうち自営した貨物量の占める割合を記入すること。

　５ 一般港湾運送事業の統括管理の欄のうち百分率（％）の欄には、引き受けた貨物量のうち統括管理の下において行つた港湾運送に係る貨物量の占める割合を記入すること。

　６ 港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業の直請した量の欄のうち百分率（％）の欄には、直請した貨物量のうち自営した貨物量の占める割合を記入すること。

一 般 港 湾 運 送 事 業

港 湾 荷 役 事 業

船 内 荷 役

沿 岸 荷 役

は し け 運 送 事 業

い か だ 運 送 事 業

そ の 他 の 一 般 港 湾 運 送 事 業 者
か ら 引 き 受 け た 量

（トン）

関 連 下 請 の 関 係 に あ る
一般港湾運送事業者から引き受けた量

（トン）

そ の 他 の 一 般 港 湾 運 送 事 業 者
か ら 引 き 受 け た 量

（トン）

直 請 し た 量

下 請 し た 量

関 連 下 請 の 関 係 に あ る
一般港湾運送事業者から引き受けた量

（トン）

そ の 他 の 一 般 港 湾 運 送 事 業 者
か ら 引 き 受 け た 量

（トン）

そ の 他 の 一 般 港 湾 運 送 事 業 者
か ら 引 き 受 け た 量

（トン）

総 計 （トン）

船 内 荷 役
下 請 さ せ た 量

合 計

沿 岸 荷 役
下 請 さ せ た 量

合 計

は し け 運 送
下 請 さ せ た 量

合 計

い か だ 運 送
下 請 さ せ た 量

合 計

統 括 管 理 統 括 管 理 の 下 に お い て
行 つ た 港 湾 運 送 に 係 る 量

直 請 し た 量

下 請 し た 量

関 連 下 請 の 関 係 に あ る
一般港湾運送事業者から引き受けた量

（トン）

総 計 （トン）

貨 物 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

いかだ運送事業者から引き受けた量 （トン）

直 請 し た 量

下 請 し た 量

貨 物 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

はしけ運送事業者から引き受けた量 （トン）

総 計 （トン）

下 請 し た 量

関 連 下 請 の 関 係 に あ る
一般港湾運送事業者から引き受けた量

（トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

港 湾 荷 役 事 業 者 か ら 引 き 受 け た 量 （トン）

総 計 （トン）

貨 物 量 （トン）
直 請 し た 量

港 湾 荷 役 事 業 者 か ら 引 き 受 け た 量 （トン）

引 き 受 け た 量 （トン）

貨 物 量 （トン）

割 合 （ ％ ）

貨 物 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

自 営 し た 量 （トン）

関 連 下 請 （トン）

そ の 他 （トン）

引 き 受 け た 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

自 営 し た 量 （トン）

関 連 下 請 （トン）

そ の 他 （トン）

引 き 受 け た 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

自 営 し た 量 （トン）

関 連 下 請 （トン）

そ の 他 （トン）

引 き 受 け た 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

自 営 し た 量 （トン）

関 連 下 請 （トン）

そ の 他 （トン）

引 き 受 け た 量 （トン）

自 営 し た 割 合 （ ％ ）

港　湾　運　送　事　業　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

区 分 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合 計



第６号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

港 事業者名

－

－ －

－

－

－

備考

　１

　２

港 湾 荷 役 事 業 、
はしけ運送事業又
はいかだ運送事業

委 託 者

一 般 港 湾 運 送
事 業

荷 主

船 舶 運 航 事 業 者

合 計

荷 主

船 舶 運 航 事 業 者

港 湾 運 送 事 業 者

合 計

この報告書は、一般港湾運送事業者、港湾荷役事業者（港湾荷役事業の許可を受けた者をいう。）、はしけ運送事業者及びいか
だ運送事業者（いかだ運送事業の許可を受けた者をいう。）が、港湾ごとに作成すること。

取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満
の端数がある場合は、四捨五入すること。

そ の 他

合 計

船 内 荷 役 いかだ運送

はしけ運送 沿 岸 荷 役

船 内 荷 役 はしけ運送 沿 岸 荷 役

船 内 荷 役 はしけ運送

一 般 港 湾 運 送 の 引 受 け の 態 様 取 扱 貨 物 量 （ ト ン ）

船 内 荷 役 沿 岸 荷 役

港　湾　運　送　引　受　け　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

取 扱 貨 物 量 （ ト ン ）

船 内 荷 役 沿 岸 荷 役 は し け 運 送 い か だ 運 送



第７号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列３番）

港 事業者名

（単位　トン）
輸・移入、輸・移出の別

品目

（単位　トン）
輸・移入、輸・移出の別

形態

備考

　１

　２

　３ 内航船による沖取がある場合には、はしけ取りの欄に記入すること。

実 入 コ ン テ ナ

空 コ ン テ ナ

合 計

接

岸

経 岸

沖

取

この報告書は、一般港湾運送事業者及び港湾荷役事業者（港湾荷役事業の許可を受けた者をいう。）が、自ら行つた船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しについて港湾ごとに作成するこ
と。

特

殊

品

農

水

産

品

穀 物

そ の 他 農 水 産 品

林

産

品

鉱

産

品

金

属

・

機

械

工

業

品

自 動 車

化

学

工

業

品

セ メ ン ト

計

取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満の端数がある場合は、四捨五入すること。

は し け 取 り

水 面 落 と し

は し け 取 り

水 面 落 と し

専 用 埠 頭
ふ

輸 入 移 入 計 輸 出 移 出 計

公 共 埠 頭
ふ

計

輸 ・ 移 入 輸 ・ 移 出

そ の 他 特 殊 品

分 類 不 能 の も の

40 フ ィ ー ト 型 （ 個 ）

そ の 他 の 型 （ 個 ）

ト ン

20 フ ィ ー ト 型 （ 個 ）

40 フ ィ ー ト 型 （ 個 ）

そ の 他 の 型 （ 個 ）

ト ン

20 フ ィ ー ト 型 （ 個 ）

金 属 く ず

動 植 物 性 飼 ・ 肥 料

そ の 他 軽 工 業 品

雑 工 業 品

軽

工

業

品

繊 維 工 業 品

砂 糖

そ の 他 化 学 工 業 品

紙 ・ パ ル プ

石 炭 製 品

化 学 肥 料

包 装

そ の 他 窯 業 品

そ の 他 金 属 ・ 機 械 工 業 品

ば ら

ト ン

台

鉄 鋼

非 鉄 金 属

原 塩

そ の 他 鉱 産 品

金 属 鉱

砂 利 ・ 砂 ・ 石 材

そ の 他 林 産 品

石 炭

包 装 ・ 有 姿

原 木

綿 花

ば ら

ば ら

包 装

船　舶　積　卸　し　実　績　報　告　書　（　　　年　　　月）

輸 ・ 移 入 輸 ・ 移 出

輸 入 移 入 計 輸 出 移 出 計
合 計



第８号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

港 事業者名

備考

　１

　２

荷さばき場から荷さばき場への横持ち

コンテナ詰出し

総トン数500トン（内航海運業法施行規則（昭和27年運輸省令第42号）
第９号様式備考１括弧書の船舶にあつては510トン）未満の接岸船舶に
係る積卸しのうち当該船舶の揚貨装置を使用しないで行つたもの

この報告書は、一般港湾運送事業者及び港湾荷役事業者（港湾荷役事業の許可を受けた者をいう。）が、自ら行つた沿岸荷役に
ついて港湾ごとに作成すること。

取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満
の端数がある場合は、四捨五入すること。

沿　岸　荷　役　実　績　報　告　書　（　　　年　度）

区 分 取 扱 貨 物 量 （ ト ン ）

接岸船舶に係る積卸し（上記の積卸しを除く。）に直接に接続して行
つた沿岸荷役

はしけ積卸し



第９号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

港 事業者名

備考

　１

　２

この報告書は、一般港湾運送事業者及びはしけ運送事業者が、自ら行つたはしけ運送について港湾ごとに作成すること。

輸送貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満
の端数がある場合は、四捨五入すること。

陸 陸

計

陸 船

船 船

総積トン数（トン）

稼 働 延 積 ト ン 数 （ ト ン ）

船 陸

年度末における
稼 働 可 能
は し け

輸

送

貨

物

量

（

ト

ン

）

は　し　け　稼　働　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

隻 数 （ 隻 ）



第10号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

港 事業者名

備考

　１

　２

そ の 他

合 計

この報告書は、一般港湾運送事業者及びいかだ運送事業者（いかだ運送事業の許可を受けた者をいう。）が、自ら行つたいかだ
運送について港湾ごとに作成すること。

取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満
の端数がある場合は、四捨五入すること。

そ の 他

計

計

原 木

原 木

そ の 他

そ の 他

水 面 貯 木 場 以 外 （ 船 舶 を 除 く 。 ） 計

水 面 貯 木 場 原 木

そ の 他

水 面 貯 木 場 計

水 面 貯 木 場 原 木

そ の 他

水 面 貯 木 場 計

い　か　だ　運　送　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

船 舶 原 木

区 分 取 扱 貨 物 量 （ ト ン ）



第11号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列３番）

港 事業者名

備考

　１ この報告書は、一般港湾運送事業者、港湾荷役事業者（港湾荷役事業の許可を受けた者をいう。）、はしけ運送事業者及びいかだ運送事業者（いかだ運送事業の許可を受けた者をいう。）が港湾ごとに作成すること。

　２

　３ 派遣労働者とは、港湾労働法（昭和63年法律第40号）第18条第１項にいう港湾派遣元事業主との労働者派遣契約に基づき、同事業主から派遣される者（２月以内の期間を定めて使用される者に限る。）をいう。

船 内 荷 役

沿 岸 荷 役

は し け 運 送

い か だ 運 送

合 計

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

派 遣 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

日雇労働者とは、日々雇い入れられる者、２月以内の期間を定めて使用される者（派遣労働者を除く。）及び試みに使用される者をいう。

常 用 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

日 雇 労 働 者 雇 用 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

常 用 労 働 者 （人）

常 用 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 雇 用 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

常 用 労 働 者 （人）

常 用 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

常 用 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

日 雇 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

常 用 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

常 用 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

日 雇 労 働 者 雇 用 延 人 員 （人日）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

常 用 労 働 者 （人）

常 用 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

日 雇 労 働 者 雇 用 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

常 用 労 働 者 （人）

常 用 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 雇 用 延 人 員 （人日）

日 雇 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

派 遣 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

常 用 労 働 者 （人）

常 用 労 働 者 稼 働 延 人 員 （人日）

常 用 労 働 者 稼 働 延 時 間 （時間）

労　働　者　及　び　稼　働　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

月 別

区 分

現 場 職 員 （人）

合 計



第12号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

備考

　１

　２

港

総 計

港 湾 名 揚 積 の 別
輸・移入、
輸・移出の別

陸 揚 げ

船 積 み

陸 揚 げ

船 積 み

取扱貨物量は、港湾運送事業法施行規則（昭和34年運輸省令第46号）第11条の６に規定する算出方法により算出し、小数点未満
の端数がある場合は、四捨五入すること。

計

合 計

この報告書は、検数事業者及び検量事業者が作成すること。

輸 出

移 出

移 入

計

輸 入

合 計

移 出

計

計

輸 出

輸 入

移 入

検　数　・　検　量　取　扱　い　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

取 扱 貨 物 量 （ ト ン ）

検 数 検 量



第13号様式（第２条関係）（日本産業規格Ａ列４番）

事業者名

備考

　１

　２ 積荷重量検定の欄には、デツドウエイトスケールを有しないはしけ等に係る検定の件数を記入すること。

合 計

この報告書は、鑑定事業者が作成すること。

船 舶 ・ 油 槽 は し け の 検 査 ・ 液 量 検 定

貨 物 の 損 害 及 び そ の 原 因 鑑 定

喫 水 検 査

積 荷 重 量 検 定

倉 口 検 査

積 付 検 査

鑑　定　取　扱　い　実　績　報　告　書　（　　　年　度　）

区 分 取 扱 件 数


